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（モデルケース）都道府県・市区町村に寄附した場合の税額の軽減額

※ 所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年
度分の住民税から控除されます。

○ 単身の給与所得者の場合

年収５００万円の方
（住民税分 ４，５００円、所得税分 ５００円）１万円寄附したとき ５，０００円軽減
（住民税分２２，５００円、所得税分 ２，５００円）３万円寄附したとき ２５，０００円軽減
（住民税分３０，６００円、所得税分 ４，５００円）５万円寄附したとき ３５，１００円軽減
（住民税分３５，６００円、所得税分 ９，５００円）１０万円寄附したとき ４５，１００円軽減

年収７００万円の方
（住民税分 ４，０００円、所得税分 １，０００円）１万円寄附したとき ５，０００円軽減
（住民税分２０，０００円、所得税分 ５，０００円）３万円寄附したとき ２５，０００円軽減
（住民税分３６，０００円、所得税分 ９，０００円）５万円寄附したとき ４５，０００円軽減
（住民税分５０，０００円、所得税分１９，０００円）１０万円寄附したとき ６９，０００円軽減

年収１，０００万円の方
（住民税分 ４，０００円、所得税分 １，０００円）１万円寄附したとき ５，０００円軽減
（住民税分２０，０００円、所得税分 ５，０００円）３万円寄附したとき ２５，０００円軽減
（住民税分３６，０００円、所得税分 ９，０００円）５万円寄附したとき ４５，０００円軽減
（住民税分７４，６００円、所得税分１９，０００円）１０万円寄附したとき ９３，６００円軽減

○ 夫婦のみの給与所得者の場合

年収５００万円の方
（住民税分 ４，５００円、所得税分 ５００円）１万円寄附したとき ５，０００円軽減
（住民税分２２，５００円、所得税分 ２，５００円）３万円寄附したとき ２５，０００円軽減
（住民税分２７，３００円、所得税分 ４，５００円）５万円寄附したとき ３１，８００円軽減
（住民税分３２，３００円、所得税分 ９，５００円）１０万円寄附したとき ４１，８００円軽減

年収７００万円の方
（住民税分 ４，０００円、所得税分 １，０００円）１万円寄附したとき ５，０００円軽減
（住民税分２０，０００円、所得税分 ５，０００円）３万円寄附したとき ２５，０００円軽減
（住民税分３６，０００円、所得税分 ９，０００円）５万円寄附したとき ４５，０００円軽減
（住民税分４６，７００円、所得税分１９，０００円）１０万円寄附したとき ６５，７００円軽減

年収１，０００万円の方
（住民税分 ４，０００円、所得税分 １，０００円）１万円寄附したとき ５，０００円軽減
（住民税分２０，０００円、所得税分 ５，０００円）３万円寄附したとき ２５，０００円軽減
（住民税分３６，０００円、所得税分 ９，０００円）５万円寄附したとき ４５，０００円軽減
（住民税分７１，３００円、所得税分１９，０００円）１０万円寄附したとき ９０，３００円軽減

○ 夫婦子２人（うち１人特定扶養）の給与所得者の場合

年収５００万円の方
（住民税分 ４，７００円、所得税分 ３００円）１万円寄附したとき ５，０００円軽減
（住民税分１６，１００円、所得税分 １，３００円）３万円寄附したとき １７，４００円軽減
（住民税分１８，１００円、所得税分 ２，３００円）５万円寄附したとき ２０，４００円軽減
（住民税分２３，１００円、所得税分 ４，８００円）１０万円寄附したとき ２７，９００円軽減

年収７００万円の方
（住民税分 ４，５００円、所得税分 ５００円）１万円寄附したとき ５，０００円軽減
（住民税分２２，５００円、所得税分 ２，５００円）３万円寄附したとき ２５，０００円軽減
（住民税分３３，９００円、所得税分 ４，５００円）５万円寄附したとき ３８，４００円軽減
（住民税分３８，９００円、所得税分 ９，５００円）１０万円寄附したとき ４８，４００円軽減

年収１，０００万円の方
（住民税分 ４，０００円、所得税分 １，０００円）１万円寄附したとき ５，０００円軽減
（住民税分２０，０００円、所得税分 ５，０００円）３万円寄附したとき ２５，０００円軽減
（住民税分３６，０００円、所得税分 ９，０００円）５万円寄附したとき ４５，０００円軽減
（住民税分６３，５００円、所得税分１９，０００円）１０万円寄附したとき ８２，５００円軽減


